
◆会津美里町現場代理人の常駐義務の緩和手続フロー◆ 

 

【会津美里町が発注した工事と兼務する場合（対象工事：町、先行工事：町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
【国又は地方公共団体（以下「国等」という）が発注した工事と兼務する場合（対象工事：

町、先行工事：国等】  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①先行工事（町） 
現場代理人 A 

②対象工事（町） 

現場代理人 A 

現場代理人の兼務希望 

受注者は、工事担当課（①及び②）と協議し、要件に該当するかを確認 

要件に該当し、兼務可 

「現場代理人兼務届出書」を契約締結時に提出する書類と併せて工事担当課②に提出（押印不要） 

契約締結 

現場代理人の兼務希望 

①先行工事（国等） 
現場代理人 A 

②対象工事（町） 

現場代理人 A 

受注者は、国等①及び工事担当課②と協議し、要件に該当するかを確認 

要件に該当し、兼務可 

「現場代理人兼務届出書」を契約締結時に提出する書類と併せて工事担当課②に提出（押印不要） 

※ ①が兼務の承認を得たことが明らかな書類を添付すること。 

例：①が発行した承認書の写し等 

参考様式「現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書」に①から回答をもらい、添付す

ることも可 

契約締結 

現場代理人の兼務希望 


